
第３４号議案                            

   足立区住区センター条例の一部を改正する条例      

 上記の議案を提出する。                      

  令和６年２月２１日                      

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生     

 

   足立区住区センター条例の一部を改正する条例      

 足立区住区センター条例（平成２年足立区条例第８号）の一部を次の

ように改正する。                    

 第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

 （事務の委任）  

第１４条  区長は、この条例（これに基づく規則を含む。）に定める学

童保育室に関する事務（このうち設備の維持管理に関する事務につい

ては、別表第１に定める学童保育室に係るものに限る。）を足立区教

育委員会に委任する。  

 別表第１を次のように改める。  

別表第１（第３条、第１４条関係）  

名称  位置  

学 童 保 育 室 の

設 備 管 理 に 係

る委任  

足立区梅島住区

センター  

足立区梅島二丁目１４番５号  
 

足立区江北コミ

ュニティセンタ

ー  

足立区江北二丁目８番２号  

 

足立区青井住区

センター  

足立区青井五丁目１１番４０－

１０１号  
 

足立区中央本町  足立区中央本町三丁目１５番１   



   

住区センター  号   

 足立区中央本町二丁目５番１号  ○  

足立区六木住区

センター  

足立区六木三丁目３９番５－１

０１号  
 

足立区渕江住区

センター  

足立区西保木間一丁目２番１―

１０１号  
 

 足立区西保木間三丁目１４番１

６－１０１号  
 

足立区竹の塚六

月住区センター  

足立区六月二丁目２６番３－１

０１号  
 

 足立区竹の塚一丁目８番１号  ○  

足立区西新井住

区センター  

足立区西新井一丁目４番１７号  
 

足立区加賀住区

センター  

足立区加賀二丁目３１番６―１

０１号  
 

足立区五反野コ

ミュニティセン

ター  

足立区西綾瀬二丁目１番１３号  

 

 足立区西綾瀬四丁目７番２７号  ○  

足立区花保住区

センター  

足立区東保木間一丁目２５番４

－１０１号  
 

足立区東和住区

センター  

足立区東和三丁目１２番９号  
 

 足立区東和三丁目２０番２２号  ○  

足立区佐野住区

センター  

足立区佐野二丁目４３番５号  
 

足立区弘道住区  足立区弘道二丁目１６番１―１   
   



センター  ０１号   

 足立区弘道一丁目２０番８号  ○  

足立区島根住区

センター  

足立区島根四丁目１９番１－１

０１号  
 

足立区西新井本

町住区センター  

足立区西新井本町二丁目３０番

３７号  
 

足立区扇住区セ

ンター  

足立区扇一丁目４７番３８号  
 

足立区伊興住区

センター  

足立区伊興五丁目２２番１３号  
 

 足立区伊興四丁目６番７号  ○  

足立区舎人住区

センター  

足立区舎人一丁目３番２６号  
 

 足立区舎人一丁目２５番３２号  ○  

足立区南花畑住

区センター  

足立区南花畑三丁目１４番７号  
 

足立区保塚住区

センター  

足立区保塚町７番１６号  
 

 足立区六町三丁目３番１１号  ○  

足立区綾瀬住区

センター  

足立区綾瀬三丁目１７番９号  
 

足立区千住本町

住区センター  

足立区千住五丁目６番２号  
 

足立区加平住区

センター  

足立区加平一丁目１０番６号  
 

足立区栗原北住

区センター  

足立区栗原四丁目１９番１５号  
 

   



足立区梅田住区

センター  

足立区梅田六丁目２６番１号  
 

 足立区梅田七丁目１３番１号  ○  

足立区江南住区

センター  

足立区小台二丁目４番１８号  
 

足立区興本住区

センター  

足立区本木東町１７番１０号  
 

足立区鹿浜住区

センター  

足立区鹿浜六丁目８番１号  
 

足立区新田住区

センター  

足立区新田二丁目２番２号  
 

足立区入谷住区

センター  

足立区舎人六丁目１２番４－１

０１号  
 

 足立区入谷三丁目８番１号  ○  

足立区大谷田住

区センター  

足立区大谷田一丁目１番２－１

０１号  
 

 足立区大谷田二丁目１番１０号  ○  

足立区栗島住区

センター  

足立区中央本町四丁目５番２号  
 

足立区長門住区

センター  

足立区中川二丁目２４番２－１

０１号  
 

 足立区中川四丁目４３番４号   

足立区平野住区

センター  

足立区平野二丁目２番１４号  
 

 足立区平野三丁目６番３号  ○  

足立区大谷田谷

中住区センター  

足立区大谷田四丁目１６番６号  
 

   



足立区東綾瀬住

区センター  

足立区東綾瀬一丁目２８番７号  
 

 足立区東和一丁目１７番１２号  ○  

足立区千住あず

ま住区センター  

足立区千住東二丁目２１番１８

号  
 

 足立区千住旭町１０番３１号  ○  

足立区神明住区

センター  

足立区神明南二丁目６番１９号  
 

 足立区谷中五丁目１２番１号  ○  

足立区千住河原

町住区センター  

足立区千住河原町５番１２号  
 

 足立区千住桜木一丁目８番１５

号  
○  

足立区西伊興住

区センター  

足立区西伊興一丁目１２番１２

号  
 

 足立区伊興二丁目６番１号  ○  

足立区本木関原

住区センター  

足立区関原一丁目２１番１１号  
 

足立区東伊興住

区センター  

足立区東伊興一丁目５番２２号  
 

 足立区東伊興三丁目２３番６号   

足立区押皿谷住

区センター  

足立区鹿浜八丁目２７番１５号  
 

足立区花畑住区

センター  

足立区花畑四丁目１６番８号  
 

足立区西新井栄

町住区センター  

足立区西新井栄町三丁目１番６

―１０１号  
 

   



 足立区西新井本町四丁目９番２

７号  
○  

足立区千住柳町

住区センター  

足立区千住柳町１２番５号  
 

 足立区千住大川町１７番１号  ○  

足立区桜花住区

センター  

足立区花畑六丁目４番１６号  
 

 足立区花畑八丁目２番６号   

 備考  右欄に丸印の付された位置に存する学童保育室については、第

１４条の規定によりその設備の維持管理に関する事務を足立区教育

委員会に委任するものとする。  

   付  則                            

 （施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。  

 （経過措置）  

２  施行日前にこの条例による改正前の足立区住区センター条例（以下

「旧条例」という。）の規定により区長が行った学童保育室に係る処

分その他の行為で現に効力を有するもの又は旧条例の規定により区長

に対してされた学童保育室に係る申請その他の行為で施行日以後に処

理されることとなるものは、それぞれこの条例による改正後の足立区

住区センター条例の規定により足立区教育委員会が行った処分その他

の行為又は足立区教育委員会に対してされた申請その他の行為とみな

す。  

 

 （提案理由）  

 学童保育室の事務を足立区教育委員会に委任することに伴い、規定を

整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。  


